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平成　 年　 月　 日
平成　 年　 月　 日
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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）

１　現状把握の部（DO、PLAN）
(1) 事務事業の目的と指標
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消費者問題で困ったときに相談を受けられる。

・消費者安全法により市町村の行う消費者行政事務は、①消費者からの苦情に係る相談　②消費者からの苦情の処理のためのあっせん　③
情報の収集・提供　④消費者事故等の発生に関する情報の交換などである。　市町村には、これらの事務を行うため、次の要件に該当する
施設（消費者センター）を設置するよう、努力義務が課せられている。これを機会に平成22年4月1日にセンターを設置し、消費者相談のみなら
ず、法で定められた消費者行政に取り組んでいくものである。・県では、住民により身近な市町村における相談業務の推進を基本としており、
今後県と市町村の役割分担が進むものと思われる。また、現在センター未設置の全市に対して、消費者センターの設置要請が行われてお
り、多くの市が設置へ向けて検討を始めている。・多重債務、架空請求、食の安全、製品事故など、住民に身近なところで、消費者問題が発
生しており、消費者庁の設置と併せ、住民の関心も高くなってきている。消費者ホットラインが22年1月12日より開設されると、相談件数が増大
することは間違いない。

市民への周知、相談の受付（現在の週３日を週５日に）、情報の収集提供、消費者事故の予防啓発

【主な予算費目】 旅費(相談員研修2回:175,000円)、需用費（消耗品費=書籍購入13,000円、印刷製本費=窓口啓発チラシ、消費者問題パンフ
レット:474,000円)、委託料(週５日→252日:3,296,000円)、備品購入費=ｷｬﾋﾞﾈ、ﾚﾀｰｹｰｽ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ:97,000円

【業務の流れ】
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【意見や要望】

関係者（住民、議
会、事業対象者、利
害関係者等）からど
んな意見や要望が
寄せられているか？

(単位) (単位)
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・相談員の派遣委託、相談員による相談業務(週３日を週5日に）、
県の相談員養成講座への参加、消費者問題の予防啓発、２２年度
より専任職員の配置と消費者センターを設置(当面は総務課内で
対応）

・議会の総務委員会において、センター設置についての考え方を聞かれたことがある。
・県消費者センターへの本市住民からの相談件数は、Ｈ１７年度から６４７件、６２３件、５３３件、４５７件と推移してきている
が、２０年度の相談件数４５７件は、相談件数で県下第４位の数字であり、消費者問題に悩まれている住民が多いという事実
がある。



－２枚目－

２　評価の部（SEE）

 達成した 　  達成しなかった ⇒【原因】

 目標達成見込みあり ⇒【理由】  目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

 向上余地がある ⇒【理由】  向上余地がない ⇒【理由】

 他に手段がある  他に手段がない ⇒【理由】

 統廃合・連携ができる ⇒【理由】

 統廃合・連携ができない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 削減余地がある ⇒【理由】  削減余地がない ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  公平・公正である ⇒【理由】

 見直し余地がある ⇒【理由】  役割分担は適正である ⇒【理由】

４　今後の方向性（事務事業担当課案）(PLAN)
(１) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　

事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(３) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

（具体的な手段，事務事業）

効
率
性
評
価

⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

＊原則は２１年度の事後評価、ただし複数年度事業は２１年度実績を踏まえての途中評価

⑤事業費の削減余地

合志市

成
果

事務事業名 消費生活センター運営事業 所属部 総務企画部

(２) 改革・改善による期待成果

事務事業の本年度目標値に対して本年度の
見込みはついているか？

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
成果を下げずにより正職員以外の職員や委託でで
きないか？（アウトソーシングなど）

②22年度目標達成見込み

所属課

事務事業の前年度実績は前年度目標値を
達成したか、未達成の場合その原因は？

コスト

総務課

有
効
性
評
価

①21年度目標達成度評価

目的を達成するには，この事務事業以外他
に方法はないか？類似事業との統廃合がで
きるか？類似事業との連携を図ることにより、
成果の向上が期待できるか？

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

③成果の向上余地

次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる
余地はあるか？成果が頭打ちになってないか

維持

低下

目
標
達
成
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（廃止・休止の場合は記入不要）

３　評価結果の総括（ＳＥＥ）　※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

公
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向上

維持 増加削減

役
割
分
担
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⑧行政の役割分担の適正化

事務事業のやり方や手段においてこれまでの
行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体
に移行出来ないか？

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地
事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公
平ではないか？受益者負担が公平・公正になっ
ているか？
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